
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
号

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
障
害

者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
第
十
六
条
の
二
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
特
例
給
付
金
の
額
等
を
定
め
る
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
二
年
一
月
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
特
例
給
付
金
の
額
等
を
定
め
る
件

第
一
条

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
。
第
三
条
第

三
項
に
お
い
て
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
例
給
付
金
の
額
は
、
各
年
度
（

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
次
条
及
び
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
、
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
（
当
該
年
度
の

中
途
に
事
業
を
開
始
し
、
又
は
廃
止
し
た
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以

後
の
各
月
又
は
当
該
事
業
を
廃
止
し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
以
前
の
各
月
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
ご
と
に
そ
の
初
日
に
お
け
る
そ
の
雇
用
す
る
特
定
短
時
間
労
働
者
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律



（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
二
に
規
定
す
る

特
定
短
時
間
労
働
者
を
い
う
。
）
の
数
（
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
に
そ
の
初
日
に
お
け
る
法
第
四
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
そ
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
を
上
限
と
す
る
。
）
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。

一

そ
の
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
（
次
号
及
び
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
単
に
「
労
働
者
」
と
い
う
。
）
の
数
が
常

時
百
人
を
超
え
る
事
業
主

七
千
円

二

労
働
者
の
数
が
常
時
百
人
以
下
で
あ
る
事
業
主

五
千
円

第
二
条

法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
特
例
給
付
金
（
以
下
単
に
「
特
例
給
付
金
」
と
い
う
。
）
は
、
各
年

度
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
に
支
給
の
申
請
を

行
っ
た
事
業
主
に
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
主

翌
年
度
の
初
日
（
当
該
年
度
の
中
途
に
事
業
を
廃
止
し
た
事
業
主
に
あ
っ
て

は
、
当
該
事
業
を
廃
止
し
た
日
）
か
ら
四
十
五
日
以
内

二

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
主

翌
年
度
の
七
月
三
十
一
日
（
当
該
年
度
の
中
途
に
事
業
を
廃
止
し
た
事
業
主

に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
を
廃
止
し
た
日
か
ら
四
十
五
日
を
経
過
し
た
日
）
ま
で

第
三
条

特
例
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
主
は
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機

構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
機
構
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
（
労
働
者
の
数
が
常
時
三
百
人
以
下
で
あ
る
事
業
主

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
障
害
の
種
類
及
び
程
度
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
並
び

に
当
該
労
働
者
の
労
働
時
間
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
含
む
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
の
提
出
と
同
時
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
主

法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
申
告
書
及
び
施
行
規
則
第
十
五
条
第
一
項
の
申

請
書

二

第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
主

施
行
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
施
行
規
則
第
十

五
条
第
一
項
の
申
請
書

第
四
条

特
例
給
付
金
の
支
給
は
、
各
年
度
の
十
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
当
該
年
度
の
中
途
に
事

業
を
廃
止
し
た
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
支
給
の
申
請
を
受
理
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
）
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条

前
各
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
特
例
給
付
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
機
構
が
定
め
る
。


